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第 1 部 総 説

第 1 章 本県の環境行政の動向 と 最近の環境問題

第 1 節 本県の環境行政の動向

( 1 ) 鳥取県環境の保全及 び創造 に 関す る 基本条例

本県の環境行政は 昭和46年 に制定 さ れた 鳥取県公害防止条例 、 昭和 49年 に 制

定 さ れた 鳥取県 自 然環境保全条例 を 基本 と し て推進 さ れ 、 産業公害の 防止 、 自 然

環境保全の た め一定の役割 を 果た し て き た 。

し か し な が ら 今 日 の環境政策の対象領域の広が り に対処 し 特 に生活排水に

よ る 都市河川 や 閉鎖性水域等 に お け る 水質汚濁 な どの都市 生活型公害問題 、 増

え 続け る 廃棄物 の 問題 、 地球温暖化 、 オ ゾ ン 層 の破壊 な どの地球環境問題等 に対

し適切 な対策 を 講 じ て い く た め に は 従来の規制 的手法 を 中心 と す る こ れ ら の条“

例 の枠組み で は不十分 と な っ て き た

こ の た め 県や市町村 は も と よ り 事業者 、 県民の 自 主的取 り 組み な どすべて

の主体 に よ る 対応が必要で あ り 多様な手法 を 適切 に活用す る こ と に よ り 経済

社会 シ ス テ ム の あ り 方や行動様式 ( ラ イ フ ス タ イ ル ) を 見直 し て い く こ と を 定め

た ｢鳥取県環境の保全及 び創造 に 関 す る 基本条例｣ を 平成 8 年 1 0 月 に 制定 し た 。

( 2 ) 鳥取県環境基本計画

｢鳥取県環境の保全及 び創造 に 関 す る 基本条例 ｣ に基づ き 2 1 世紀 に お け る 鳥

取県の環境の保全 と 快適 な環境の創造 に 関す る 基本 目 標 と そ の実現の た め の施策

の 中長期的 な 方向 を 明 ら か に し た ｢鳥取県環境基本計画｣ を 平成 1 1年 3 月 に 策定

し た 。

策定経過

平成 9 年 9 月 2 2 日 県環境審議会 に 。客間

1 1 月 県民 事業所意識調査

平成 1 0年 1 1 月 1 0 日 ｢ 中 間報告｣

1 1 月 ~ 1 2 月 ｢ 中 間報告｣ に対す る 県民意見公募

1 1 月 30 日 ｢ 中 間報告｣ に対す る 市町村か ら の意見聴取

1 2 月 1 日 ｢ 中 間報告｣ に対す る 各種団体か ら の意見聴取

平成 1 1年 3 月 1 0 日 県環境審議会か ら 答 申 (企画政策部会 7 回 開催 )

3 月 1 5 日 鳥取県環境基本計画の決定
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地球環境保
全に向 け た活動
の推進と 国際交
流

環境への負荷の少な い社会の構築

廃棄物減量化 と リ サ イ ク ル
大気環境の保全

･ 水環境の保全
土壌 地盤環境の保全循環を基調 と

す る経済社会シ
ステムの実現

　 　 　 　 　　　　　 　　環境関連産業の振興 環旙 ･ 庫 笙 、 の大 ･ 皿

木妹 の 県 兄 、王 【詞との

森林 、 農地 、 水辺等の持つ環境保全 ･ 農地の環境保全機能の確保
機能の確保 都市地域の 自 然環境の確保

多様な 自 然環境の保全 と 生物多様 ･ 生物多様性の確保 と 野生生物
= ･ 貝 な “ 、 近な . ･ "三 寸

名 狭 兄 音の 某全 牛 多 牢 多 “ 生 の 一大 ･ 野 +
･ 小 ル ノ ろ ム ー ン u 水 {皇室 眥 南 ′ う ~ ▲

　 　 　　　 　 　 　
性の確保 の 、 荏竺理

自然環境 と 調和 した生活空間の創造 ･ 豊かで多様な緑の保全 と 創造
= 親しみや い7G県 児の 王 創造 I

　 　 　 　 　
　 　 　　

1 史珀 ★ 馬 の保存 盤用 I
良好な景観の保全 と 創造
歴 ･ 、 環 立 、 と 東 滴

I 蒔 人麓と の詳し ＼ の推進 ー人 と 自 然 と のふれあ い の確保 都市 と 農山漁村の交流の推進
温ヌ の 、 葎 と ふ

自 主的 な活動の推進
各主体の協力連携体制の整備
県民 ･ 事業者 ･ 行政の 自 主的県民 ･ 業者 ･
取組の推進
普及啓発 広報

1 環境教育 環境学習 の推進 日 環境教育 学習体制の整備 I環境教育 学習活動の推進

地球温暖化防止対策の推進
オ ゾ ン層保。葵対策の推進
酸性雨防止対策の推進

･ 拗窃癰弱果勣寛問題への耶賄沮の推進
環日本海。者国 との連携強化 と協力

環境情報の整備 提供
共通的 ･ 基盤的施策の推進

環境関連高等教育機関等の整備推進 ･ 環境影響。平価の推進

環境に 関す る 監視体制の整備充実及び調査研究の推進

･ 環境 に配慮 し た社会資本整備等の推進

環境基本計画推進体制の整備充実
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基本計画 は 『循環 を 基調 と し 、 恵 み豊か な 自 然 と 共生で き る 快適 な 社会の構

築 を 目 指 し て 』 、 中 長期 的 な視野 に立 っ て次の 5 つ の基本方針 を 設定 し た 。

｢循環 を 基調 と す る 経済社会 シ ス テ ム の構築｣

｢ 自 然 と 人 間 と の共生の確保｣

円央適 な環境の保全 と 創造｣

｢すべ て の主体の参加 に よ る 行動｣

｢地球環境保全に 向 け た活動 の推進 と 国際交流｣

施策 の展 開 に あ た っ て は 、 今後県が重点的 に取 り 組ん で い く 必要の あ る も の を

重点 プ ロ ジ ェ ク ト と し て と り ま と め 計画推進上重要性が高 く 数値化で き る 指標

を 目 標値 と し て整理 し て い る 。

1 ) 資源循環型地域社会づ く り

2 ) 流域か ら の水環境保全

3 ) 多様 な 自 然 と 人間 と の 共生

4 ) 快適 な市街地づ く り

5 ) 人 と 自 然 の豊か な ふ れあ い

6 ) 環境 に配慮 し た ラ イ フ ス タ イ ル の確立

7 ) 地球環境保全対策の推進

( 3 ) 鳥取県環境影響評価条例

県 に お け る 環境影響評価制度 は 、 国 の ｢環境影響評価実施要綱 ｣ や ｢鳥取県環

境影響評価実施要綱 (平成 3 年 1 1 月 ) ｣ に 基づ き 実施 し て き た 。

平成 9 年 6 月 に ｢環境影響評価法｣ が公布 さ れた こ と に伴い 、 新 た な 手続 き 等

が導入 さ れ 、 法 と の整合 を 図 る 必要が生 じ た こ と な どか ら 平成 1 0年 1 2 月 に ｢鳥

取県環境影響評価条例｣ を 制定 し た 。 ( 平成 1 1 年 6 月 施行 )

従来の制度 と の大 き な違い は 、

①早い段階か ら 手続 き が開始 さ れ る よ う 、 評価項 目 調査等の方法 に つ い て

意見 を 求め る 仕組み ( ス コ ー ピ ン グ ) の 導入

②評価の項 目 が環境基本法で対象 と す る 環境領域全般に拡大 (典型 7 公害 と

動植物等の 自 然環境保全 に係 る 要素 に 限定 さ れて い た のが、 廃棄物や温室

効果 ガス に よ る 環境負荷の低減 、 生態系 、 生物多様性 、 自 然 と の ふ れあ い

に ま で拡大 ) さ れ た こ と 及 び実行可能 な範囲で環境負荷 を で き る 限 り 低減

す る 視点 の導入

の 2 点で あ る
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環 境 影 響 評 価 手 続 の 比 較

鳥 取 県 国
環 境 影 響 評 価 条 例 鳥 取 県 環境 影 響 評 価 実 施 要 綱 環 境 影 響 評 価 法

特 別 地 域 の設 定 ( 注 )

( 地 域 “元 し て ア セ ス の 対 象 規 模 を 縮 小･ す る )
↓

環 境 影 響 。平 価 の ん め の 調 査 ･ =
予 測 ･ 。平 価 の 方 法 を 決 め る 手 続 =

↓
方 法 書 公告 縦 覧

↓
知 事 意 見

( 住 民観 、 市 町 村観 )
↓

調 査 ･ 予 測 ･ 評 価 の 決 定
↓

調 査 ･ 予 測 ･ 。平 価
↓

l 環 境 影 響 評 価 準 備 書 l
↓

公 告 ･ 縦 覧 ･ 説 明 会
↓

知 事 意 見
( 住 民 意 見 、 市 町 村 意 見 、 審 査 会 意 見 )

↓
準 備 書 の 見 直 し 検 。寸

↓
I l

↓
環 境 影 響 。平 価 書

知 事 の 意 見
↓

評 価 書 の 公 告 ･ 縦 覧
↓

。午 認 可 権 者 へ 配慮 要 。青

l 事 後 の 確 口数 報告 , 聴 取 等=

( 環 境 影 響 評 価 実 施 計 画 書 )

↓

( 実 施 計 画 書 の 審査 ･ 指 導 )
↓

調 査 ･ 予 測 ･ 評 価
↓

l 環 境 影 響 評 価 準 備 書 l
↓

公 告 ･ 縦 覧 ･ 説 明 会
↓

知 事 意 見
( 住 民 意 見 、 市 町 村 意 見 、 技 術 委 員 会 意 見 )

↓
準 備 書 の 見 直 し 検 。寸

↓
I l

↓
環 境 影 響 。平 価 書

評 価 書 の 公 告 ･ 縦 覧
↓

。午 認 可 権 者 へ 配 慮 要 。青
↓

l 事 後 の 確 認 ( 報 告 の 聴 取 等 ) I

第 2 種 事 業 の 判 定 の 手続

( ア セ ス 実 施 の 必 要擬 個 別判 定)
↓

環 境 影 響 。平 価 の た め の 調 査 ･
予 測 ･ 。平 価 の 方 法 を 決 め る 手 続

↓

方 法 書 公 告 縦 覧
↓

知 事 意 見
( 住 民 昔 見 、 市 町 村 音 見 )

↓
調 査 ･ 予 測 ･ 評 価 の 決 定

↓
調 査 予 測 ･ 評 価

↓
I 環 境 影 響 評 価 準 備 書 -

↓
公 告 ･ 縦 覧 ･ 説 明 会

↓
知 事 意 見

( 住 民 意 見 、 市 町 村 意 見 )
↓

準 備 書 の 見 直 し 検 。寸

I き l環 境 影 響 評 価 書

主 務 官 庁 の 審 査
↓

環 境 庁 長 官 意 見
↓

評 価 書 の 公 告 ･ 縦 覧

- - ↓ - i事 業 着 手峰釜 の 調 査 等

( 注 ) 特 に 環 境 に 配 慮 す る 必 要 の あ る 地 域 を 特 別 地 域 と し て 定 め こ の 地 域 で 行 わ れ る 事 業 に つ い て は 環境 影 響 評 価 を 行 う
事 業 の 規 模 を 縮 小 す る



鳥 取 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 対 象 事 業 及 び 規 模

事業の種類 一般地域 特別地域

1 道路

4 車線 、 長 さ 7 . 5 k m 以上

4 車線、 長 さ 1 okm 以上 又 は 2 車線 、 長 さ 1 5km 以

上 (農林道 を含む。 )

2 河川 ダム 、 堰

湖沼水位調節施設

放水路

湛水区域面積 1ooha 以上 湛水区域面積 75ha 以上

湖沼開発面積 1ooha 以上 湖沼開発面積 75ha 以上

形状変更面積 1 ooha 以上 形状変更面積 75ha 以上

3 鉄道及び軌道 長 さ 1 okm 以上 長 さ 7 5km 以上

4 飛行場 滑走路の設置
滑走路延長

滑走路長 さ 2500m 以上 滑走路長 さ 1 875m 以上

滑走路延長 500m 以上 滑走路長 さ 375m 以上 メ

5 発電所 水力

火力

地熱

出力 3 万 kw 以上 出力 2 . 25 万 kw 以上

出力 1 5 万 kw 以上 出力 1 1 . 2 5 万 kw 以上

出力 1 万 kw 以上 出力 7500 kw 以上

廃棄物焼却施設

6 し尿処理施設

廃棄物最終処分場

処理能力 1 oo t / 日 以上 処理能力 75 t / 日 以上

処理能力 1ooky 日 以 上 処理能力 75k l / 日 以上

埋立面積 25ha 以上 埋立面積 18ha 以上

7 公有水面の埋立及び干拓 埋立干拓面積 50ha 超 埋立干拓面積 40ha 以上

8 土地区画整理事業 施行区域面積 75ha 以上 施行区域面積 50ha 以上

9 流通業務団地造成事業 施行区域面積 75ha 以上 施行区域面積 50ha 以上

工業用地 、 住宅用地そ の他の

10 宅地の造成 造成土地面積 75ha 以上 造成土地面積 50ha 以上

1 1 蓮讓離籍霧磨 造成土地面積 75ha 以上 造成土地面積 50ha 以上

ゴル フ場又は ス キ ー場

1 2 そ の他の運動 . レ ジ ャ ー施設
敷地面積 50ha 以上 敷地面積 37 . 5ha 以上

土地改変面積 75ha 以上 土地改変面積 50ha 以上

1 3 岩石等採取事業 施行区域面積 50ha 以上 施行区域面積 37 . 5ha 以上

14 工場等の 設置 、 変更
排ガス 4 万 Nm3/時以 ヒ 排ガス 3 万 Nm3/時以上

排水 1 万 m3 / 日 以上 排水 7500m3 / 日 以上

1 5 複合開発事業
6 か ら 1 3 ま での事業の要件の面積比の合計が 1 以上であ る

も の

注) 一般地域 特別地域以外の地域

特別地域 貴重な 自 然や生物が豊富で 、 自 然景観に も 優れ 、 開発 につ い て特に配慮 を 要

=
｢
!

1
i

ー
I1計If11I

舅

す る 地域 と し て定め た も の ( 国立公園等)
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( 4 ) 鳥取県地球温暖化防止推進計画

人間 の活動 に よ っ て発生す る 二酸化炭素等 に よ る 地球温暖化が 国際的 に外交

の場で議論 さ れ る よ う に な っ た の は 1 9 8 0年代末か ら で あ る 各国 の交渉 に よ り

1 9 9 2 (平成 4 ) 年 、 気候変動枠組み条約が採択 さ れた 。

こ の 条約 は 先進国が2000年 ま で に 二酸化炭素 な どの地球温暖化の原 因 と な る

温室効果 ガス の排出量 を 1 9 9 0年 の レ ベ ル に戻す こ と な ど を 定め て い る が 先進国

の約束 は努力 目 標 に過 ぎず 、 2 000年以降の具体的取 り 組み に つ い て も 定め ら れて

い な か っ た た め 新 た な 国際的約束 を 1 9 9 7 (平成 9 ) 年 に取 り ま と め る こ と と な

っ た 。

COP3 ( 第 3 回締結 国会議 ) は 1 9 9 7 ( 平成 9 ) 年 1 2 月 に 京都で 開催 さ れ た 。 各国

の主張 に は大 き な ば ら つ き があ り 交渉 は難航 し た が 各国 の懸命の努力 の末 、 ｢京

都議定書｣ が採択 さ れた

京都議定書の概要

対象と な る温室効果ガス 削 減 目 標

①二酸化炭素 ( C 0 2 ) ①基準年は 1990 年 (HFC ,PFC , SF6
②メ タ ン ( C H 4) は 1995 年 と す る こ と も 可)
③-酸化二窒素 ( N 2 0 ) ② 目 標期 間 は 、 2008 年 か ら 201 2
④ハ イ ド ロ フ ル オ ロ カ ー ボ ン ( H F C ) 年の 5 年間

⑤パー フ ル オ ロ カ ー ボ ン ( P F C ) ③削減 目 標は基準年 に比較 し て

⑥六 フ ッ 化硫黄 ( S F 6 ) 日 本▲ 6 % 、 米国▲ 7 %
E U ▲8 % な ど。

先進国 (先進国 - 旧 ソ 連、 東欧 を

吸収源 (シ ン ク ) の取り扱い 含む ) 全体で 、 5 . 2 % の削減 目 標
1990 年以降の新規の植林や土地利用 の変

化に伴 う C 0 2 の吸収排出 を考慮す る 。

柔軟的措置 国際的 な協力 ･ 協調 に よ っ て削減 目 標 を達成す る ための手段

排出量取引 共同実施 ク リ - ン 開発メ カ ニズム
関係国 にお いて 、 各国 の数 関係 国 に お い て 相互 の プ 関係国 と そ れ以上の 国 と の

値 目 標の一部 を ｢排出量｣ と ロ ジ ェ ク ト で得 ら れ た排出 間 の プ ロ ジ ェ ク ‘ ト に よ る 削減

し て取引で き る 仕組み 。 量削減 を 関係国 間 で配分で 量 を 一定の 。歓 。正手続 き を 経て
き る 仕組み 。 配分で き る 仕組み 。

我が国 で は 、 平成 1 0年 1 0 月 に ｢地球温暖化対策 の推進 に 関 す る 法律｣ が成立

し た 。 こ れ は 、 国 や 地方公共団体 、 事業者 、 国民の そ れぞれの役割 を 明 ら か に す

る と と も に 、 自 主 的 な計画 の策定や そ の実施状況の公表 な ど各主体の取 り 組み を

促進す る 枠組み を 整備す る こ と を 目 的 と し た も の で あ る

こ れ ら を 踏 ま え 、 鳥取県で は 、 温室効果 ガス の総排出量の削減 目 標並び に県民 、

事業者及び行政の具体的 な行動等 を 示 し た ｢鳥取県地球温暖化防止推進計画 ｣ を

平成 1 1年 3 月 に 策定 し た 。
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地磯温圀挾弱麒惟猷囮法の構墜造

この法律は 、 地球温暖化が地球全体の環境に深刻 な影響 を 及 ぼす も の で あ り 、 気候変動 に 関 す る
国際連合枠組条約及び気候変動仏関す る 国際連合枠組条約第三回締約国会。義の経過 を 踏 ま え 、 気
候系に対 し て危険な人為的干渉 を 及ぼす こ と と な ら な い水準に お い て大気中の温室効果ガス の濃度
を 安定化 さ せ地球温暖化 を 防止す る こ と が人類共通の課題で あ り 、 す べ て の者が 自 主的 かつ積極
的に こ の課題に取 り 組 む こ と が重要で あ る こ と に か ん がみ 、 地球温暖化対策に関 し 、 国 、 地方公共
団体 、 事業者及び国民の責務 を 明 ら か に す る と と も に 、 地球温暖化対策に関す る 基本方針 を 定め る

こ と 等に よ り 、 地球温暖化対策の推進 を 図 り 、 も っ て現在及び将来の国民の健康で文化的 な生活の
確保に寄与す る と と も に 人類の福祉に貢献す る こ と を 目 的 と す る

定義 6 種の温室効果ガス を 対象。 各ガ ス の地球温暖化係数 を 乗 じ て合算 し て総排出量 を 算定 。

三岳孵轤観排出抑制、 蠣雑用のf雑弱蛮イ ヒのための総合的施策の推進

÷｢ 自 ら出すz震動果ガスの排出抑缶時 ｣
、 ÷｢ 関係施策にお “ナる排出抑制等の配意 l

, の 冒岳整率, , 1
〉ノ ノ一･ 法ハン ÷｢ 地方公共國本 事業者、 国民の取組の支援 土｢

｢蛛向鰍拗魔研究 ｣ !
÷+ 国際協力 l
地方公共団体 事業者の ′ 圃犀の 、 !
の責務 責務 日警護′ l

① 自 ら 排出 す る温室効果ヵ ス の ① 自 ら 排出 す る 温室効果ヵ ス の ①日常鉈都議ぼる“瓣聯｣ -
排出抑制等 排出抑制等 ②国、 目 〉舒初施策への協力 ー②区域の住民 、 事業者の活動の ②製品改良 ･ 国際協力等他の者

③舞雑務箱釜輻窪も 磯増繰への協力 、 = ノ l
■ ■

、 一 。十面の公表 (義務 )

･ 普及啓発 ･ 広報

一 一

環勣覚監鉢見。 排出抑制、 吸耳財乍用のf牝箋強化のための総合的施策の推進

自 ら出すZ震顧効果ガスの排出抑制等

′ 国民の 、
競

①日常生活L関する斑蟷聯｣
②国、 目 〉舒初施策への協力

、 ノ

基本方針 (閣議決定) . 基本的方向 ･ 各主体の講ずべ き措置
･ 事業者の。十画 ･ そ の他

･

、 ■ ■ ■

国 が指定す る地球温暖m
防止活動推進セ ン タ ー

･ 研究 ･ 研修

製品情報提供 等 ノ

。十面の公表 (義務 ) 偕K道府県の地球温い
暖化防止活動推進
員 ･ 地球温暖化防
止活動推進センタ

･ 普及啓発 ･ 広報

＼÷ 助言 ･ 研修等 ノ

排出抑制等に資す る 施策
の実施に関す る協力要 。青
( 環境庁→各省庁 )

日 本全体の総排出量の公表

定義 6 種の温室効果ガス を 対象。 各ガ ス の地球温暖化係数 を 乗 じ て合算 し て総排出量 を 算定 。

　

=
日 本全体の総排出量の公表
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鳥取県地球温暖化防止推進計画の概要

本県の温室効果ガス 6 物質の総排出量は 、 基準年度であ る 1 990 年度で 385 . 7 方 ト

ン と 推計 さ れ (全国の 0 . 3 % ) 、 二酸化炭素が約 9 割 を 占 め る 。

部門別で は 、 自 動車等 に よ る 運輸部門や電力消費等に よ る 民生部門 、 製造業等の産

業部門が高 く な っ て お り 、 こ の ま ま 推移す る と 目 標年度の 20 1 0 年度 に は基準年度に

対 し 35 % の増加が見込 ま れる 。

こ の計画では 、 目 標年度の温室効果ガス の総排出量 を 、 基準年度の総排出量 と 同量

ま で削減す る こ と を 目 標 と し て い る

1 計画の性格

｢鳥取県環境の保全及び創造 に 関す る 基本条例｣ に基づ き 、 ｢鳥取県環境基本計画｣ 及
び ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ 2 1 ｣ を 踏 ま え 県民 事業者 行政の それぞれの立場か ら 地
球温暖化防止の取組を総合的 に推進す る

2 対象 と す る温室効果ガス

｢地球温暖化対策の推進 に 関す る 法律｣ で定め ら れた 6 物質 (二酸化炭素 、 メ タ ン -
酸化二窒素 、 代替 フ ロ ン 3 物質 ( H F C P F C S F 6 ) )

3 温室効果ガス削減目標

( 1 ) 基準年度 1 990 年度

( 2 ) 目 標年度 20 1 0 年度

( 3 ) 削減 目 標 1 990 年度 レベル ま での削減

｢ 目 標年度の温室効果ガス の総排出量 (二酸化炭素換算値) を
基準年度の総排出量 と 同量 ま で削減す る ｣
1 990 年度 3 , 857 千 ト ン

20 1 0 年度 (対策 な し ) 5 , 1 99 千 ト ン

差 = 必要削減量 1 ,342 千 ト ン

4 計画の基本方針

( 1 主 別 の 目 標の没

県 民 ラ イ フ ス タ イ ルの転換

事 業 者 事業 シ ス テ ム の転換

地方公共団体 率先行動 と パー ト ナ ー シ ッ プ

( 2 挑戦項 目 の設定…重点的 な取組項 目

①快適性 ･ 利便性に 関わ る 取組

②手間がかか り 習慣が変え に く い取組

③ ｢認識か ら 行動へ｣ の取組

庁 内 体 制 環境行政連絡凋整会議 計画の進行管理

県 ･ 市 町 村 鳥取県地球温暖化対策

推進行政連絡会議

県民等への取組要。青 、

率先行動等の連携

県 ･ 業界団体 鳥取県地球温暖化対策

推進連絡会議

自 主 目 標の設定

重点取組の推進

5
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神 ( 5 ) 行政の率先行動の推進

県 と し て は 自 ら が一つ の事業所 と し て の立場か ら 物 品 の購入や廃棄 、 庁舎

管理等 を 始め あ ら ゆ る 事務の実施 に伴 う 環境への負荷 を低減す る と と も に 率

先 し て環境 に配慮 し た行動 を 示す必要があ る

こ の た め 、 平成 1 0年 7 月 に は 、 ｢ 当 面 の率先行動計画｣ と し て 、 す ぐ に取組が

可能 な省資源 ･ 省 エ ネ ル ギ ー 等項 目 に つ い て行動 を 開始 し 、 平成 1 1年 3 月 に環境

に配慮 し た事務 を 行 う た め の具体的 な行動 と 目 標値 を 設 け た ｢環境 に や さ し い県

庁率先行動計画｣ を 定め 、 県 の全機関 を あ げて推進す る こ と と し た 。

な お 、 こ の計画 は平成 1 0年 1 0 月 に 成立 し た ｢地球温暖化対策の推進 に 関す る 法

律｣ で策定 を 義務づけ ら れた 、 地方公共団体の ｢温室効果 ガス の排出抑制 の た め

の措置 に 関す る 計画｣ と し て位置づけ る こ と と し て い る

環境 に や さ し い県庁率先行動計画の数値 目 標

グ リ ー ン 購入の推進

ア 古紙配合率 1 00 % の コ ピ ー 用紙の利用割合 を 1 00 % と す る 。

(平成 8 年度 50 . 6 % )

イ 特殊 な も の を 除 き 、 外注印刷物の古紙配合率70 % 以上の再生紙の利用割

合 を 1 00 % と す る 。 (平成 8 年度 30 . 2 % )

ウ 用 品指定品 目 中 の環境配慮型商品 ( エ コ 商品 ) の 割合 を 50 % 以上 と す る 。

(平成 1 0年度 3 1 8 % )

二酸化炭素排出量の削減

事務の実施や庁舎管理 に伴い排出 さ れ る 二酸化炭素 を 、 平成 1 4年度予測発

生量か ら 5 % 以上削減す る (平成 14年度予測発生量 25 , 7 6 0 t )

廃棄物 の減量化

事務の実施 に伴い排出 さ れ る 可燃 ごみ に つ い て 、 リ サ イ ク ル等 に よ り 現況

の発生量か ら 50 % 以上削減す る (平成 1 0年 4 月 ~ 1 2 月 3 0 % ) ‘
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第 2 節 最近の環境問題への対応

科学技術の利用 や消費 の多様化 に伴 う 化学物質 の使用拡大等 に よ っ て 環境汚

染 な ど新た な 問題が生 じ て い る

ごみ の焼却 な ど に よ っ て 意図せず に発生す る ダ イ オ キ シ ン 類や生体内 に取 り 込

ま れて ホ ル モ ン作用 に影響 を 及 ぼす可能性の あ る 内分泌か く 乱化学物質 ( い わ ゆ

る 環境ホ ル モ ン ) 等化学物質 に つ い て は 県民の高い 関心 を 集め て い る

本県で は こ れ ら の新 た な 環境問題 に対応す る た め 庁 内 関係 。果で構成す る

｢環境汚染化学物質対策会。義 ｣ を 設置 し 情報の収集 、 国 の実態調査への連携 に

努め る と と も に 、 ダ イ オ キ シ ン に つ い て は 、 県下 3 地点 で独 自 の 調査 を 行 っ た

( 1 ) 内分泌か く 乱化学物質 ( い わ ゆ る 環境ホ ル モ ン ) 対策

平成 8 年 に シ ー ア コ ル ボ ー ン ら が著 し た ｢奪 わ れ し未来｣ の発刊 を 契機 に

内分泌か く 乱化学物質が新た な 環境問題 と し て提起 さ れた 。

こ れ は 環境 中 に存在す る い く つ かの化学物質が動物の体内 の ホ ル モ ン作用 を

か く 乱す る こ と を 通 じ て 生殖機能 を 阻害す る な どの悪影響 を 及 ぼ し て い る 可能

性 に つ い て指摘 さ れて い る も の で あ る 具体的 に は 有機ス ズ化合物 に よ る 雌 の

巻 き 貝 類 の雄化 、 残留 し た DDT に よ る 雄 の ワ ニ の雌化 な どが報告 さ れて い る 人

への影響 に つ い て は 研究が緒 に つ い た ばか り で あ り 未解明 の部分が多い

国 に お い て は 環境庁が 研究班 を 設置 し て今後の調査研究の あ り 方 を検討 し

た ほ か 平成 1 0年 5 月 に対応方針 ｢環境 ホ ル モ ン 戦略計画SPEED ' 9 8 ｣ を 取 り ま と

め 各省庁 と 連携 し な が ら 環境汚染状況や野生動物等への影響 に 関す る 実態調

査 を 中心 に対応が行わ れて い る 。

( 2 ) ダ イ オ キ シ ン 類対策

ダ イ オ キ シ ン 類の う ち 最 も 強 い毒性 を 持つ 2 , 3 , 7 , 8 -TCDD は 人工物 の 中 で は

最 も 強 い毒性 を持つ物質で あ る と 言 わ れて い る 。 意図せず に生成 さ れ環境中 に極

め て低濃度 に拡散 し て い る の で 慢性的 な毒性等 に つ い て県民の 間 に様々 な 不安

や懸念があ る 。

我が国 で は 最新の科学的知見 を も と に TD I ( 長期 に わ た り 体内 に取 り 込む

こ と に よ り 健康影響が懸念 さ れ る 化学物質 に つ い て 、 そ の量 ま で は 人が一生涯摂

取 して も 健康 に対す る 有害 な影響が現れ な い と 判 断 さ れ る 摂取量 ) が設定 さ れて

い る 。 我 々 が体内 に取 り 込ん で い る ダ イ オ キ シ ン 類の総量の安全性の評価は 、 し

の数値 と の比較 に よ り 行 わ れて い る 。

最近 の研究で は 、 食品 か ら の ダ イ オ キ シ ン 類の摂取量 は 20年前 に比べて 3 分の
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1 に 減少 し て い る 。 ま た 、 母乳 中 の ダ イ オ キ シ ン は こ の 20年程度で半分程度 に減

少 し て い る と の報告があ る 。

平成 9 年 に は 、 大気汚染防止法施行令 、 廃棄物処理法施行令の一部改正が行わ

れ 、 廃棄物焼却施設か ら の排出 の抑制が図 ら れ た 。 我が国 に お け る 発生源別 の ダ

イ オ キ シ ン 類排出量 ( コ プ ラ ナ ー P C B を 除 く ) は 、 平成 9 年 の約 6 , 3 0 0 g に 対

し て 、 平成 1 0年で は約2 , 9 0 0 g と 半減 し て い る と 推計 さ れて い る 。

ま た 、 平成 1 1年 2 月 に は ｢ ダ イ オ キ シ ン対策関係閣僚会議｣ が設置 さ れた 。

こ の 閣僚会。義 で は 、 政府一体 と な っ て ダ イ オ キ シ ン類の排出量 を 平成 1 4年度 ま

で に平成 9 年 に比べ て ｢約 9 割削減｣ す る こ と 等 を 盛 り 込ん だ ｢ ダ イ オ キ シ ン対

策推進基本指針｣ を 平成 1 1年 3 月 に 決定 し た

( 3 ) PRTR (環境汚染化学物質排出 ･ 移動登録)

ま た 、 従来の化学物質 に よ る 環境問題への対策 は 、 個別 の物質 に着 目 す る 方法 、

規制 を厳格 に し て い く 方法が取 ら れて き た 。 し か し 、 化学物質が複数の経路 を 通

じ て 人の健康 に影響 を 及 ぼすお そ れがあ る こ と 、 多数の化学物質 に つ い て科学的

に確実 な裏付け を持 っ た維持すべ き 環境保全上の 目 標 を 定量的 に設定す る た め に

は膨大 な経費 と 時 間 を 要す る こ と な どか ら 、 新 し い枠組み と し てPRTR ( 環境汚染

化学物質排出 ･ 移動登録) への取組が国際的 に進め ら れて い る 。 ム

国 で は 、 環境庁が神奈川 県等 に お い てパ イ ロ ッ ト 事業 を行 う ほ か 、 中央環境審

議会等で検討が進め ら れ 、 政府 は 、 PRTR と MSDS (化学物質安全性デー タ シ ー ト )

の 制度化 を 主 な 内容 と す る ｢特定化学物質 の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進 に 関す る 法律案｣ を 平成 1 1年 3 月 1 6 日 に 閣議決定 し 国会 に提出 し た 。

(平成 1 1年 7 月 成立 、 公布 )

　　 　　
=
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第 2 章 平成 10 年度 に お け る 環境 の 状況

第 1 節 生 活環境の 状況

1 大気環境

( 1 ) 大 気 汚染

本県 で は 、 一般環境 中 に つ い て 、 衛生研究所 ( 鳥取市 ) 、 倉吉保健所 ( 倉吉市 ) 、

及 び米子保健所 ( 米子市 ) の 3 つ の 一般環境大気測定局 で 、 環境基準 の 定 め ら れ

て い る 二酸化 い お う 一酸化炭素 浮遊粒子状物 質 、 二 酸化窒素 光化学 オ キ シ

ダ ン ト の 5 項 目 に つ い て 常 時監視 ( 連続測定 ) を 行 っ て い る 。

平 成 10 年 度 の 調査結果 を 見 る と 、 光化学 オ キ シ ダ ン ト を 除 く 各 測 定項 目 に つ

い て 、 各測 定局 と も 環境基準値 を 大幅 に 下 回 っ て お り 、 経年 的 に 見 て も 横這 い の

状況 で あ る 光化学 オ キ シ ダ ン ト に つ い て は 、 衛生研究所 、 米子保健所 に お い て

昼 間 の 1 時 間値が一 時 的 に 環境基準 0.06ppm を 超 え る 時 間 が あ っ た が 大気汚染

防止法 に 定 め る 緊急時 の措置基準 0. 1 2ppm を 超 え る こ と は な か っ た 。
ま た 、 自 動 車排 出 ガ ス の 影響 を 受 け る 沿道 の 状況 に つ い て 、 鳥取市 2 ヶ 所 、 “米

子市 1 ヶ 所 の 自 動 車排 出 ガ ス 測 定局 で 、 一酸化炭素 と 窒素酸化物 ( 窒 素酸化物 は

鳥取市 1 ヶ 所 の み ) の 常 時監視 を 行 っ て い る が 、 平成 10 年度 の 調査結果 を 見 る

と 各地 点 の 各測定項 目 と も 環境基準 を 大幅 に 下 回 っ て い た

以上本県 の 大気状況 は全般的 に 良好 と 言 え る
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(2 ) 騒音

騒音 の 環境基準 は 、 一 般地域及 び道路 に 面 す る 地域 の そ れ ぞれ に つ い て 地域 の

類 型 ･ 区 分及 び時 間 の 区 分 ( 朝 、 昼 間 、 夕 、 夜 間 の 4 区 分 ) ご と に 設定 さ れ て い

る 。 環境基準 あ て は め の 地域指定 は 知事が行 う こ と と な っ て い る が 本県 で は 鳥

取市 に つ い て 指定 を 行 っ て い る 。

県 内 の 騒音 の 状況 を 把握す る た め 、 春 と 秋 の 年 2 回 調査 を 行 っ て い る 。 こ の う
ち 、 春 の 調査 は 、 交通公害 調査 の 一環 と し て 、 道路 に 面 す る 地域 に お い て 昼 間 の
時 間 帯 に つ い て の み 行 い 、 秋 の 調査 は 、 全般 的 な 環境 騒音 の 把握 を 目 的 と し て
一般地域及 び道路 に 面 す る 地域両方 に お い て 全時 間 帯 ( 朝 昼 間 夕 夜 間 ) に
つ い て 行 っ て い る 。

平 成 10 年 度 の 調査結果 を 見 る と 春 の 調査で は 調査地 点 4 市 5 町 の 23 地 点 で

一酸化炭素 ( 自動車排出ガス測定局)
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環境基準値 を 下 回 っ て い た の は 5 地 点 で あ っ た 。

ま た 秋 の 調査 は 4 市 32 地 点 ( 一 般地域 1 6 地 点 、 道路 に 面 す る 地域 1 6 地 点 )

で行 っ た が 同 様 に 環境基準値 を 下 回 っ て い る 割合 を 見 る と 、 道路 に 面 す る 地域

で は 、 ｢ 朝 ｣ 25 . o % 、 ｢ 昼 間 ｣ 1 2 . 5 % 、 ｢ 夕 ｣ 20 .o % 、 ｢ 夜 間 ｣ 43 . 8 % に 対 し 、 一般

地域で は ｢朝 ｣ 93 . 8 % 、 ｢ 昼 間 ｣ l oo . o % 、 ｢ 夕 ｣ 87 . 5 % ｢夜 間 ｣ 87 . 5 % で あ り

道路 に 面 す る 地域 で こ の 割 合が低 か っ た

( 3 ) 振 動

振動 に つ い て は 春 と 秋 の 騒音 調査 の 際 に 道路交通振動 の 調査 を 行 っ て い る が

い ず れ の 地 点 に お い て も 振動規制法 の 限度 を 超 え る 地点 は な か っ た

( 4 ) 悪 臭

悪臭 に つ い て は 平成 10 年 ･度公害苦情 の う ち 悪臭苦情 は 20 件 ( 前 年 30 件 )

と な っ て い る 。 悪 臭苦情 の 発生源別 内訳 は 製造業 8 件 農 業 5 件 家庭生活 5

件 そ の 他 2 件 と な っ て い る

2 水 環境

公共用 水域 に お け る 平成 10 年 の 環境基準達成状況 ( BOD 又 は COD ) は 、 三 大

河 川 ( 千代 川 、 天神 川 日 野 川 ) で 1 00 % ( 平 成 9 年 92 .9 % ) 、 湖 沼 ( 湖 山 池 、

東郷池 、 中 海 ) で 0 % ( 平 成 9 年 9 . 1 % ) 海域 は 87 . 5 % ( 平 成 9 年 93 . 8 % ) と

な っ て い る 。

三 大河 川 は 、 す べ て の 水域 で基準 を 満 た し て い る

二級河 川 8 河 川 ( 蒲 生 川 、 塩見 川 河 内 川 、 勝部 川 、 由 良 川 、 加勢蛇 川 阿弥

陀 川 、 佐 陀 川 ) の 水 質 は 平成 9 年 度 に 比べ て や や 悪 く な っ て い る が 勝部 川 の -

部 を 除 き お お む ね 清 浄で あ る 。

都市河 川 ( 旧 袋 川 、 玉 川 旧 加茂 川 ) の う ち 玉 川 は 改善 の 方 向 に あ る が 全体

と し て 汚濁 し て い る 。

湖 沼 は 、 湖 山 池 、 東郷 池 、 中 海 の 全地 点 で基準 に 適合 し て い な い ま た い ず れ

の 湖 沼 も 、 富 栄養化が進行 し た 状態 と な っ て い る

海域 は ほ ぼ清浄 な 水質 を 維持 し て い る

地 下 水 は 37 地 点 で 調査 を 行 っ た が 、 い ず れ も 有 害物 質 に 係 る 環境基準 を 満 た

し て い る 。

河川 、 湖沼 、 海域の環境基準達成状況の推移
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資 料 : ｢ 公 共 用 水 域 及 び 地 下
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3 土 壌 地盤環境

地盤沈下 は 、 鳥 取市北部 に 見 ら れ る が 、 近 年 の 沈下量 は 鈍化 ま た は 横這 い の 傾
向 に あ る 。 有 害化学物 質 に つ い て は 、 岩美 町 の 岩美鉱 山 の 影響 に よ り 、 小 田 川 流
域 の 農 地 で 高 い 濃度 の カ ド ミ ウ ム と 銅 が検 出 さ れ た 事例 が あ る が 、 継続実施 し て
い る 農作物 調査で は 、 現在 、 食 品 衛生法 、 食糧庁長官通達 に 示 す基準 を 上 回 る も
の は な い
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4 廃 棄物

( 1 ) し 尿

県 内 総人 口 に し め る 水洗化人 口 は 年 々 増 加 し 、 平 成 9 年 度 で は 全体 の 約 6 1 %
( 平成 8 年 度 58 % ) に 達 し て い る ま た 、 平成 9 年 度 の 水洗化人 口 の う ち 、 公
共 下水道 は 43 % ( 平成 8 年 度 4 1 % ) 、 浄化槽 は 56 % ( 平成 8 年 度 58 % ) 、 コ ミ
ュ ニ テ ィ ー フ o ラ ン ト は 約 1 % ( 平成 8 年 度 1 % ) と な っ て い る 。 し 尿処理施設 は

県 内 に 6 ヵ 所稼働 し て お り 、 平 成 9 年 度 の 年 間 処理実績 は 約 1 3 万 屋 ( 平 成 8 年
度 20 万 kl ) で あ っ た 。

水洗化人 口 の推移
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( 2 ) 一 般廃棄物

一般廃棄物の排出量 と リ サ イ ク ル率の推移
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磁圀 全国の 1 日 1 人あたり排出量

平成 9 年度 の ゴ ミ 排 出 量 は 約 2 1 万 ト ン ( 平 成 8 年度約 22 万 ト ン ) で 、 平成元

年 を ピ ー ク に 少 し づ つ 減少傾 向 と な っ て い る 。 こ の う ち 、 収集 ゴ ミ の 内訳 は 、 可

燃 ゴ ミ が約 84 % ( 平成 8 年 度約 82 % ) 不燃 ゴ ミ が約 5 % ( 平成 8 年度 1 1 % ) 、

粗大 ゴ ミ が約 2 % ( 平 成 8 年度約 3 % ) と な っ て い る ま た こ う し た ゴ ミ の 年

間 の 最終処分量 は 約 3 .5 万 ト ン ( 平 成 8 年 度 5 万 ト ン ) で 、 年 間 ゴ ミ 排 出 量 の 約 17

% ( 平成 8 年 度約 23 % ) に 当 た る 平成 9 年度末 の 一般廃棄物最終処分場 の 残
余容量 は 約 80 万 m 3 と な っ て い る

( 3 ) 産 業廃棄物

平成 6 年 の 産業廃棄物発生量 は 258 万 2 千 ト ン 、 平成 1 2 年 に は 平成 6 年 の 1 .2 1

倍 の 3 1 1 万 1 千 ト ン が見込 ま れ て い る 。 平成 6 年 の 排 出 量 の う ち 53 % が汚泥 、 30

% が家畜糞尿 、 建 設廃材が約 9 % と な っ て い る 。 農 業 を 除 く 産 業廃棄物 の 発生量

は 1 80 万 3 千 ト ン 、 中 間 処理等 を 通 じ て 最終的 に 処分 さ れ た 量 は 27 万 ･ 7 千 ト ン (全

体 の 約 1 5 % ) と な っ て い る 。 こ う し た 廃棄物 の 県外へ の 流 出 量 は 約 7 万 9 千 ト ン 、

流 入 は 1 万 1 千 ト ン と 流 出 超過 と な っ て い る 。 ま た 、 平成 6 年度 末 の 最終処分場施

設数 は‐許可規模未満 の も の も 入 れ る と 35 ヵ 所 、 年 間 処理実績 は 約 6 万 8 千 ト ン と

な っ て い る こ う し た 中 で 産 業廃棄物 の 処理施 設 の 確保 を 早急 に 行 う こ と が必
要 と な っ て い る
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産業廃棄物の発生量の推移
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資料 を鳥取県

5 環境汚染 化学物 質

近年 、 広 範 囲 な 分野 で利 用 ･ 生成 さ れ る 化学物 質 が大気 や水 、 土壌へ排 出 又 は

廃棄 さ れ る こ と に 伴 い 環境汚染 を も た ら し 生物 生態系 に 与 え る 影響が懸念

さ れ て い る 。

ダ イ オ キ シ ン 類濃度 に つ い て は 、 県 が平成 10 年 度 に 実施 し た 一般環境大気 中

の 測 定結果 で は 、 年平均値 で 0.004 1 ~ 0 .045pg TEQ/m3 ( コ プ ラ ナ ー PCB を 除 く )
で あ り 、 大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 に 定 め ら れ た 大 気 環 境 指 針 ( 年 平 均 値 が

0. 8pg TEQ/m3 以 下 ) 及 び平 成 1 2 年 1 月 よ り 施行 さ れ る ダ イ オ キ シ ン 類対 策 特 別
措置法 に 定 め る 環境基準値 ( 0 . 6pg TEQ/m3 以 下 ) を 大幅 に 下 回 っ て い た

第 2節 自 然環境 の 状 況

1 森林

森林 は 、 木材 な ど森林資源 の 生 産 の 場 で あ る と と も に 、 野生動植物 の 貴重 な 生

息地 と な っ て い る 。 こ の 他 に も 、 森林 は 、 水源 の か ん 養 、 災害 の 防止 、 大気 の 浄

化 な ど環境 の 保全 に 重 要 な 役割 を 果 た し て い る 。 ま た 、 こ う し た 森林 は 県民 に 心

の 安 ら ぎ を 与 え る 空 間 と し て 、 そ の 役割 が再認識 さ れ て い る 。 本県 の 森林 の 総面

積~は 平成 1 0 年 で 25 万 8 , 8 1 3ha 、 ( 平 成 9 年 25 万 9 ,004ha ) 、 県 土 に 占 め る 割合 は 約

73 . 8 % ( 平 成 9 年 約 74 .o % ) と な っ て お り 、 ほ ぼ横這 い の水準 で推移 し て い る が 、
わ ず か に 減少 し て い く 傾 向 に あ る 。 森林全体 に 占 め る 民有林 は 873 % ( 平 成 9

年 87 .4 % ) 国 有林が 1 2 . 7 % ( 平 成 9 年 12 . 6 % ) の 割合 と な っ て お り 民有林 の
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う ち 人工林 の 割合 は 53 . 7 % ( 平成 9 年 54 .0 % ) 、 天 然林 は 43 .2 % ( 平 成 9 年 43 . 1

% ) と な っ て い る 。 ま た 、 国 有林 、 民有林

の 約 52 % が保安林 に 指定 さ れ 、 そ れ ぞれ

い る 。 一 方 、 間 伐等森林 の 管理が ま す ま す

森林面積 と 林野率の推移

にコ 総林野面積 罵声 林野率
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を 合 わ せ て 1 3 万 5 ,785ha 、 本 県 の 森林

の 目 的 に 応 じ た 重 要 な 役割 を 果 た し て

重要 と な っ て い る 。

天然林 と 人工林の状況
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2 農地

農地 は 食糧生産 の 場 で あ る と と も に 、 耕地面積 、 耕作放棄地

貯水機能 に よ る 災害 防止等 の役割 を 果 た 面積の推移
し て い る 。 ま た 、 昆 虫 、 魚 な ど周 辺 の 小

動物 の 生息空 間 を 確保す る な ど 、 環境保 5
全 に も 重 要 な 役割 を 果 た し て い る 。 45 1 00 4鮪00 4 1 800

さ ら に 、 農 村 の 田 園 風景 は 、 四 季 の 変 4

化 に 応 じ た 豊 か な 県土 の 景観 を 形成 し 、 □ 3
県 民 の ふ る さ と の 風景 と し て 生活 に 安 湊
ら ぎ と 潤 い を 与 え て い る 。 2

ま た 、 農 村 に は 屋敷林 や古木 、 鎮 守 の 1 耕作放棄地
森 な ど貴重 な 遺 産が保全 さ れ て お り 、 本

県 の 特色 あ る 地域 的 歴 史 的 な 文化 を と o

ど め て い る 。 昭和5 5年 昭和6 0年 平成2年
本 県 の 農 地面積 は 、 平 成 7 年 に は 、 田

畑合 わ せ て 4 万 looha 、 県 土面積 の 約 1 2 出 典 ｢耕地面積調査｣

｢ 農 業 セ ンサス ｣ 農 林水産省
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% を 占 め て い る が 、 都 市化 の 進展等 に よ り 、 宅 地 や 道路等 に 転用 さ れ 、 次 第 に 減

少 し て い る 。 ま た 、 農 山 村地域 に お け る 過疎化 高齢化 の 進展 に よ る 農 業従事者

の 減少等 に よ り 、 耕作放棄地 が次第 に 増 加 し て い る

3 水 辺 ( 湖 沼 、 河 川 、 沿岸域 )

本 県 の 水辺 の 環境 は 、 約 1 30km に 及 ぶ 海岸線で接 す る 日 本海 と 、 こ れ に そ そ ぐ

大小 の 河 川 や 豊 か な 水量 を た た え る 湖 沼 で構成 さ れ て い る 。 こ う し た 水辺 の 環境

は 、 水災害 か ら の 防 災対象 で あ る と と も に 、 飲料水 を は じ め 様 々 な 利 水 の対象 と

な っ て い る 。 ま た 、 人 間 と 水辺 と の 関 わ り は 、 地域 の 歴 史 や 文化 の 形成 に 深 い 関

係 を 持 つ と と も に 、 周 辺 の 動植物 の 生息空 間 と し て 貴重 な 生態系 を 形成 し て い る 。

本県 の 河 川 は 、 千代 川 、 天神 川 、 日 野 川 、 斐伊川 の 一級河 川 4 水系 と 、 二級河

川 42 水系 、 隼 用 河 川 37 水系 と が あ る 。 河 川 の 総延長 は 1 ,5 1 2 . 3km 、 こ の う ち 4 大

水系 の 総延長 は 1 ,040k1n 、 流域面積 は 県土 の 約 74 % を 占 め て い る 。 こ れ ら の 河 川

は 、 湖 山 池 、 東郷池 、 中 海 な ど の 湖 沼 と 相 ま っ て 豊 か な水辺 の 景観 を 形成 し 、 水

生動物 や植物 の 生息空 間 の 基盤 を 形成 し て い る 。

本県 の 海岸 は 約 6 割 が砂浜海岸 で 、 そ の 他 は 、 県東部 に 見 ら れ る 断崖 の リ ア ス

式海岸 や砂礫海岸 か ら 成 っ て い る 。 こ れ ら の 海岸 は 豊 か な 景観 を 呈す る と と も に 、

干 潟 や 藻場 な ど を 形成 し 、 水生動植物 や水鳥 の 生息地 と な っ て い る 。 一 方 、 こ れ

ら の 海岸 は 、 日 本 海特有 の 冬期 の 激 し い 波 浪 に よ る 浸 食等 の 影響 を 受 け や す く 、

浜辺地 で の 生活 や 景観 に 大 き な 影響 を 与 え て い る 。 こ の た め 、 本県 で は 砂浜 の 流

出 や 建設物 の被害 を 防 ぐ た め 、 護岸 や 離岸堤 の 設置 な ど海岸 の 保全 を 行 っ て い る 。

現在 、 本県 の 自 然海岸 の 残存率 は 48 .7 % ( 約 62 . 5 k m ) と な っ て い る ( 平成 1 0

年 度末 ) 。

ま た 、 沿岸水域 は 、 水産 資源 の 生 産 の 場 で あ る と と も に 、 海洋動植物 の 貴重 な

生息水域 と な っ て い る 。 こ の ほ か 、 沿岸水域 内 の磯場 、 藻 場 は 水 質 浄化機能 を 果

た し て い る 。 特 に 、 本県 の 磁場 の 面積 は 、 約 43 k m 2 で あ る が 磯焼等 に よ り そ

こ に 繁茂す る 海藻 の 面積が減少 し て い る こ と が報告 さ れ て い る

4 自 然公園 等

本県 の 自 然 は 、 南 部 は 中 国 山 地 の 山 々 が重層 的 に 重 な り 、 短流 河 川 に 刻 ま れ た

滝 や 渓谷 な ど の 山 国 的 な 自 然美 を 有 し 、 北部 は な だ ら か な 里 山 や 里地が続 い て い

る 。 ま た 、 日 本 海 に 面 す る 海岸線 は 、 鳥 取砂丘 や 北条砂丘 、 弓 ヶ 浜半 島 を 形成 す

る 砂州 な ど 白 砂青松 の 砂浜 と 、 県東部 の 入 り 組 ん だ岩肌 の 海岸 や 長尾鼻 の 岩崖 な

ど変化 に 富 ん だ豊 か な 景観 を 形成 し て い る 。 こ う し た 自 然 を 保全す る た め 、 本県

で は 、 大 山 隠 岐 国 立公 園 、 山 陰海岸 国 立公 園 の 他 、 2 つ の 国 定公 園 と 3 つ の 県立

自 然公園 が 自 然公園 と し て 指定 さ れ て い る が 、 こ れ ら 自 然公 園 の 総面積 は 4 7 1 0 9

ha 、 、県土の約 1 3 . 5 % を 占 め て い る 。

こ の 他 鳥 取県 自 然環境保全条例 に 基づ き 、 県 自 然環境保全地域 と し て 10 年

度 ま で に 1 2 地 域 を 指定 し て い る 。 な お 、 県 で は 、 ｢ 鳥 取県 の す ぐ れ た 自 然 ｣ を
作成 し て そ の 普及啓発 を 図 っ て い る ほ か こ れ を 参考 と し て 、 県 自 然環境保全

=

轟き

- 20 -



地域等 の 追加指定 を 進 め て い る さ ら に 、 県 内 の 巨樹 巨木 調査 を 実施す る と と も

に 、 鳥 取県景観形成条例 に 基づ い て 、 県土 の 景観形成上重要 な 地域 を 景観形成地

域 と し て ｢大 山 景観形成地域 ｣ 及 び ｢ 沿道 海浜景観形成地域 ｣ を 指定 し て い る

ま た 本県 に は 国 宝 や 重要文化財 の 他 、 貴 重 な 史跡 や 文化財が多数あ り こ れ

ら を 指定文化財 と し て 保 。羨 し て い る

鳥取県 に お け る 自 然公 園 等 の 指定状況

境水道大橋
山陰海岸

西国燭県立 国立公園
自然公園

　　　 　　 　　　　　 　　　　　 　　　
駕然野公諸

氷 ノ 山後山

A 那 岐 山
那岐山 国 定 公 園

凡 例

鱸鬱国立公園
蛭諺国定公園
鋼D県立自然公園

･ 県 自 然環境保全地域

比婆道後
　 　
国定公園

)、′) 中国 自 然歩道

資料 鳥取県

｢ 鳥取県 の す ぐ れ た 自 然 ｣ 掲 載 内 容

地形 地 質編 植 物 編 動 物 編 ･

火 山 と そ の 山 地 6 地 域 社 叢 4 6 地 域 ほ 乳類 5 種

非 火 山 山 地 2 6 地 域 森 林 2 9 地域 馴 " 種

河 川 峡谷 ･ 滝 段丘 湖 沼 湿 原 3 3 地 域 ( 大 山 ) 1 3 地 域 爬蝋 2 種

海岸 砂丘 1 4 地 域 低木材 草原 = 地域 両生類 7 種

地質 2 5 地域 湿原 湿地林 l地域 淡水魚類 3 種

化石 7 地域 貴重植物 群生地 l o 地 域 昆虫 類 4 6 種

岩石 鉱物 鉱床 7 地域 ク モ 形類 亞 9 種

温泉 (躰 7 地域 鬮貝 類 1 2 進

重 要生 目地域 2 0 地 域

資料 『 烏 取県 の す く れ た 獸 j
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5 野生動植物

本県 の 植生 は 、 低地 で は ツ バ キ 、 シ イ 、 カ シ な ど の 常緑広葉樹林帯 と な っ て い

る が 、 今 で は 、 開 発 の 進行 に よ り 自 然植生 は 限 ら れ た も の と な り 、 里 山 や 社叢 に

昔 な が ら の 植生 を 見 る こ と が 出 来 る 。 山 間 部 の 標 高 の 高 い 地域 に 行 く に つ れ て 植

生 は 落葉広 葉樹林帯 と な り 、 大 山 中 腹 や 県東部 に は ブ ナ の 自 然林が広 が っ て い る 。

し か し 、 ス ギ や ヒ ノ キ な ど の 植林 の 進展 に よ り 、 こ う し た 自 然林 は 少 な く な り つ

つ あ る 。 こ の 他 、 本県 に は ハ マ ヒ サ カ キ の 北 限群落 や 、 ハ マ ナ ス の 自 生南 限群落 、

サ ワ ギ キ ョ ウ 、 カ キ ツ バ タ マ ア ザ ミ な ど の 湿原植物 な ど貴重 か つ 多彩 な 植生が

分布 し て い る 。

動 物 は 、 鳥 類 で は 我が国 に 生息す る 野 鳥 の 約 半数 に あ た る 約 270 種が確認 さ れ

て い る 。 こ の 中 に は 、 イ ヌ ワ シ や ク マ タ カ な ど絶滅危惧種 に 指定 さ れ て い る 種 の

繁殖 も 確認 さ れ て い る 。 ほ 乳類 で は 、 県 東部 の 山 城 に ツ キ ノ ワ グ マ や 珍獣 と し て

知 ら れ る ヤ マ ネ も 生息 し て い る 。 こ の 他 、 シ カ 、 イ ノ シ シ 、 ニ ホ ン ザ ル な ど を は

じ め と す る 多様 な ほ 乳類が生息 し て い る 。 ま た 、 県 中 西部 を 中 心 と し た 渓流 に は

学術 的 に も 貴重 な オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ が生息 し て い る 。 本県 で は 、 こ の よ う な 貴

重 な 野生鳥獣 を 保 護 す る た め に 鳥 獣保護 区 を 設定 し て お り 、 こ れ ら 保護 区 は 平成

1 0 年 で 国 設 県 説 を 合 わ せ て 2 1 カ 所 、 34, 1 62ha が設定 さ れ て い る

津 川l
　

鳥 獣保護 区 の指定状況

( 平 成 1 1 年 3 月 末現在 )

区 分

県設 国 技 合計

箇所数
懸

箇所数
藺

箇所数
藺

森林鳥獣生息地 の保護 区

集 団 渡来地 の 保護 区

特定鳥獣生息地 の 保護 区

愛 護地 区 の 保護 区

1 2

3

1

3

1 7 , 1 42

2 ,2 1 8

302

24

イII▲“1I▲
6 ,0 1 4

8 ,462

1 3

4

1

3

23 , 1 56

1 0, 680

302

24

合 計 19 1 9 ,686 2 1 4 ,476 2 1 34 , 1 62

I l

　

睾 =

資料 : 鳥 取県

注 ) 国 長 の 集 団 渡来地保護 区 ( 中 海 ) に は 島根県分 の 面積 も 含 む

第 3節 快適環境 の 状 況

1 自 然 と の ふれ あ い

本県 の 自 然 は 、 県 民 の み な ら ず多 く の 人 々 の 貴重 な 自 然 と の ふ れ あ い の 場 と な

っ て い る 。 本県 の 自 然公 園 に は 、 森林浴 や 海水浴 、 ス キ ー な ど年 間 800 万 人 を 超

え る 人 々 が訪 れ 、 県 内 10 ヵ 所 の 温泉 は 県 内外 か ら 多 く の 人 々 に 利 用 さ れ て い る 。

ま た 、 本 県 で は 、 よ り 多 く の 人 々 が 自 然 と ふ れ あ う 場 と し て 中 国 自 然歩道 や オ

ー ト キ ャ ン プ場 の 整備が進 め ら れ て い る 。

こ の 他 、 大 山 や 山 陰海岸 な ど で は 、 自 然観察会 の 開 催や 自 然観察指導員 の 養成

が行 わ れ て い る ほ か こ う し た 自 然 を 保 護す る た め の ク リ ー ン 運動 に は 多 く の 県

- 22 -
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民が参加 し て い る

2 都市 の快適環境

本県 の都市公 園 は 、 総合公 園 、 運動公 園 、 街 区公 園 、 緑地 な ど 252 ヵ 所が設置

さ れ 平成 10 年度 の 総面積 は 5 14 . 6ha と な っ て い る 。 県民一 人 当 た り の 都市公 園

の 面積 は 10 .9 m で 全 国平均 の 7 .7 m よ り も 広 く な っ て い る

ま た 、 海辺 や 河 川 、 湖 沼 な ど水辺 と の ふ れ あ い は ス ポ ー ツ や レ ク リ エ ー シ ョ

ン の 場 と し て の ニ ー ズ が高 ま っ て い る

道路緑化率 単位 : krn 、 %

種別 実延長 緑化済延長 緑化率
国道 ( 県 管理 ) 304 . 3 40 . 3 1 3 . 2

県 道 L648 .7 1 40 . 9 8 . 5

合 計 1 ,95 3 . O 1 8 1 . 2 9 . 3

没現況 調査 平成 1 1 年 4 月 1 日 現在 )

電線地 中化率 単位 : km

年度 地 中 化延長
昭和 6 1 ~ 平成 2 2 .05

平 成 3 ~ 平成 6 1 5 .77

平 成 7 3 . 88

平 成 8 3 .65

平 成 9 3 .94

平成 10 5 50

合 計 34.79

鳥 取県 に お け る 都市公 園 の 整備状況 単位 : ha

区 分 箇所数 面積
街 区 公 蓑 1 9 3 4 3 . 8

近 隣 公 素 1 6 2 5 . 9

地 区 公 崇 5 2 2 . 0

総 合 公 素 7 1 4 1 . 1

運 動 公 素 4 5 3 . 5

広 域 公 素I 2 1 0 2 . 9

風 致 公 素 1 4 . 6

歴 史 公 泉【 2 1 1 . 8

墓 素 3 2 1 . 7

都 市 緑 地 1 6 5 8 . 0

都 市 林 1 2 8 . 7

広 場 公 園 2 0 . 6

都市 公 園 合 計 2 5 2 5 1 4 . 6

一 人 当 た り 面積 鳥取県 1 0 9

全 国 7 7

. 県 都 計画 。果 調 べ 平成 1 1 3
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第 4節 資源利 用 の 状況

1 石 油 製 品 の 消 費

本県 の 石油製 品 の 使用 量 は 年 々 増 加 し 、 平 成 10 年 度 で 1 1 1 万 6,275虹 と な っ て
い る 。 こ れ は 昭和 55 年 当 時 に 比べ て 42 .0 % の 増 加 と な っ て い る 。 こ の う ち 揮発
油 は 昭和 55 年 当 時 に 比べ て 39 .2 % 増 で全体消 費 量 の 27 .9 % を 占 め て い る 。 次 い
で軽油 の 消 費 量 は全体の 24 .6 % を 占 め 、 683 % の 増 と 伸 び率 は 最 も 高 く な っ て い
る 灯油 は 40.4 % の 増 加 で 、 全体 の 13 . 5 % を 占 め て い る

石油 製 品消 費量 の 推移

昭和55 60 63 平成2 5 9 1 0

資料 ｢ エ ネ ル ギ ー 生産 需給統計年報｣ 通 産省 大 臣官房 調査統計部 よ り 作成
2 電 力 消 費

電力 需 要 は 、 平成 10 年 電 力 消 費 の 推移
度 で 33 .7 億 kwh と な っ て

い る 。 昭 和 55 年 度 当 時

に 比 べ て 2 倍 を 超 え る 伸

び と な っ て お り 、 引 き 続

き 増 加 す る 傾 向 に あ る 。

電 力 需 要 の う ち 電灯 需 要

の 占 め る 割 合が最 も 大 き

く 、 全消 費 量 の 35 .6 % 、

次 い で民生用 が 32 . 3 % 、

産 業 用 が 32 . 1 % を 占 め て

い る 。 ま た 、 電 力 需 要 に

対 す る 本 県 で の 発電量 は

12 . 3 % で 、 そ の 他 は 他 県

　　　
30 I . , ･

　 　 　　　 　 　　
　　 　 　 　　 　　 　　　
　　 　　 　　 　 　 　

一一一 : l にコ

　 　 　 　　　　 　

　 　　　　　　　　　　　 　　
　　 　 　　 　　 　　 　　

昭和55 昭和60 平成2 平成7 平成9 平成1 0

陸

、

聯
覇

州

酵

‘
J

･
【
1
"
-
-
-
-

　
　　

　
　　

　
　
　

　　
　

"凸
ー

1=〃
彗

川
田

ー
m

m門
』

t
"

I
==

==
班

川
‘

==
ャ

を

　 　

か ら の 供給 に 依存 し て い る 資料 ｢ 鳥取県統計 月 報｣ よ り 作成
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3 ガス の 使用

本県 に お け る ガ ス の 販売量 は 、 平成 10 年 度 で 、 都市 ガ ス は 1 , 8 1 5 . 3 億 キ ロ カ ロ

リ ー ( 1 1 . 8 百 万 メ ガ ジ ュ ー ル ) 、 プ ロ パ ン ガ ス は 53 , 1 23 ト ン と な っ て お り 、 昭和 55

年 当 時 と 比べ る と 、 そ れ ぞれ 58 .4 % 増 、 1 8 .4 % 増 と な っ て い る 。 こ の う ち 、 家庭

用 の 販売量が最 も 多 く 都 市 ガ ス で は 57 . 1 % プ ロ パ ン ガ ス で は 78 .0 % を 占 め

て い る 。

鳥取県 に お け る 都 市 ガ ス 販売量 の 推移

億kca l
ooo

1 802 . 3 f 8 1

資料 : ｢ 鳥 取県統計

昭和55 昭和60 平成2 年 鑑 ｣ か ら 作 成平成8 平成 1 0

国 その他 図 商業用 圏 工業用 囮 家庭用

鳥取県 に お け る プ ロ パ ン ガ ス 販売 量 の 推移

万トン

53863 53 1 23

44852 443 1 9

資料 鳥取県

昭和55 昭和60 平成2 平成8 平成T O

田 簡易ガス ロ 工業用 囮 家庭用

4 水 の 使用

水需 要量 は 水道水 は 増加傾 向 に あ る が 工業用 水 は ほ ぼ横這 い の 水準 と な っ

て い る
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第 5節 地球環境の 状況

地球環境 問題 は 、 一 地域 の 環境 問題 に と ど ま ら ず 、 地 球規模 で の 環境破壊 を も
た ら し 、 全世界 的 な 取 り 組 み を 必 要 と す る 問 題で あ る 。 特 に 、 化石 エ ネ ル ギ ー を
は じ め と す る エ ネ ル ギ ー 需 要が年 々 増 加 し て お り 、 二酸化炭素 な ど の 温室効果 ガ
ス に よ る 影響が懸念 さ れ て い る ま た 一 方 で 熱帯林 な ど森林 の 減少が危惧 さ れ

平成 9 年 12 月 の 地球温暖化防止京都会議 で は 、 温室効果 ガ ス の 排 出 削 減 目 標= て い る 。が 設定 さ れ た が 、 地 球環境 問題 の 解決 に 向 け て は 、 あ ら ゆ る 地域 で の 自 発 的 な 取
I り 組 み を 進 め て い く こ と が重 要 で あ る 。 本 県 で は 、 ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ 2 1 ｣

　 　 　を 策 定 し 、 様 々 な 啓発活動 を 行 う と と も に 、 環 日 本海諸 国 を は じ め と す る 国 々 と
連携 し た 環境協 力 等 、 地球環境 問題 の 解決 に 向 け た 取 り 組 み を 進 め て い る 。

- ま た 、 酸性雨 に つ い て は 、 県 下 4 地 点 で調査 を 実施 し て い る が そ の う ち の 酸
で ▼ - ‐ ' - …性度 の 結 果 は 次図 の と お り で あ る 。

雨の酸性度調査結果

鳥取市 (衛生研究所)
　

倉吉市 (倉吉保健所)
　

米子市 (米子保健所)
★

若桜町 (氷ノ山 )
　

5
4

　
　
　
　
　

　　
　

“ ‐ ‘ 、 ヌ,

3 H9 H t oH 5 H 6 H7 H8

=

ミ I\ い き
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第 6 節 社会経済 交通 の 状 況等

鳥取県 の 県 内 総生 産 と 成長率 の 推移

　　

十 名 目 ◇ 実質

ノ ＼ ‐
を竺~＼

T 、
) ' "

も

4 8年 9年 出 典 ｢ 平 成 9 年 県 民経済計算報告書 ｣63年 平成2年 4年 6年

県 内 総生産 の 産 業別 の 推移

5 0 5 1 0 1 5 20 25 出 典 ｢ 平 成 9 年県民
千億円 乙 又 切文 一 をを , 旦ヒ

圏 第 1 次産業 囮 第2次産業 口 第3次産業 日 帰属利子 . その他 ′ 、 ロ ロ 白

鳥 取県 に お け る 自 動車保有台数の 推移

トラック
　　

ノ ペス
　

乗用車
　

特殊用途
△

大型特殊
　　

軽 ･ 二輪
　　　

合計
　

300

200
メ ★-……… . こ

. ･
･ ･ ･

○

0 , . , , , . , , , , , , , … … “ ▲ 鷺

昭和55年 60年 平成2年 9年 1 0年

資料 鳥取県 自 動 車数詞 ( 鳥 取 陸運支局 ) よ り 作成
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